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参議院議員 佐藤正久殿

　私たちは、平和を希求し、あらゆる戦争を廃絶することを願っている市民の有志です。

　貴殿は、集団的自衛権に関する政府の有識者懇談会に関するＪＮＮの取材に対して、

イラクに派遣された陸上自衛隊の指揮官だった立場から、当時現場では、事実上の「駆

けつけ警護」を行う考えだったことを明かしました。

　ＪＮＮの取材結果を伝えるＴＢＳニュースによると、貴殿は、「自衛隊とオランダ軍が

近くの地域で活動していたら、何らかの対応をやらなかったら、自衛隊に対する批判と

いうものは、ものすごく出ると思います」と述べた上、もしオランダ軍が攻撃を受けれ

ば、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すこ

とで、憲法に違反しない形で警護するつもりだったと説明し、その理由として、「巻き込

まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。目の前で苦しんでいる仲

間がいる。普通に考えて手をさしのべるべきだという時は（警護に）行ったと思うんで

すけどね。その代わり、日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」と

発言しています。

　上記報道が正しければ、貴殿の言う「巻き込まれる」行動は、外形的には、正当防衛・

緊急避難の状況下での攻撃を導くものですが、それは意図的に緊急状態を作出したうえ

での攻撃であり、実質的には、正当防衛・緊急避難の要件を満たさず、自衛隊法に違反

するばかりか、憲法９条をないがしろにするうえ、自衛隊派遣の国会決定の意図を超え

た行動を行うものでありシビリアンコントロールをも無視する許し難い行為というほか

ありません。

　しかも、貴殿は、「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろう」と発言し

ているとおり、貴殿は「巻き込まれる」行為が違法であることを認識しつつ、法を犯す

決意でいたことは明白です。

　そこで、貴殿に対し、次のとおり質問します。

　

　１）ＴＢＳのニュースでの貴殿の発言は報道のとおりで間違いないでしょうか。

　２）その場合、貴殿は、貴殿の予定していた「巻き込まれる」行動を現在でも肯定し

　　ますか。



　３）なぜ、貴殿は、巻き込まれてまで攻撃しようとしたのですか？その狙いは端的に

　　何なのでしょうか。

　４）貴殿の予定していた「巻き込まれる」行動は、違憲違法なもので、シビリアンコ

　　ントロールにも反するものだと思われますが、貴殿は違憲違法なもの、シビリアン

　　コントロールに反するものだと考えますか。考えないという場合、その根拠をお示

　　し下さい。

　５）貴殿は、国会議員として、自衛隊が海外に派遣された場合、今後も、「巻き込ま　

　れる」行動をとることに賛成しますか。

　６）「巻き込まれる」行動によって攻撃を開始すれば、当然、貴殿の部下の生命が危　

　険にさらされることになりますが、自衛隊法に違反してまで、現地の部隊長の判断　

　で部下の生命を危険にさらす行為について、貴殿は肯定されるのですか。

　７）満州事変のきっかけとなった柳条湖事件は、旧日本軍の関東軍が自ら南満州鉄道

　　の線路を爆破しながら、中国側の犯行だとして、中国東北地方の占領を開始する口

　　実としたものですが、貴殿の予定していた「巻き込まれる」行動は、まさに柳条湖

　　事件を彷彿させます。貴殿は、柳条湖事件の関東軍の暴走についていかに評価しま

　　すか。


